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資料５



1．新・ 技術⼠CPD活動に関する経緯と対応
◇⼤⾂通知（令和3年4⽉26⽇⽂科科第65号）

CPD活動の実績の管理及び活動の実施主体は技術⼠会が適当。技術⼠会は
①CPDガイドラインの作成 、②CPD記録の確認及び実績簿の作成、③CPD活
動の普及啓発、 ④分科会へのCPD活動状況の報告 の事務を⾏う。

◇技術⼠法施⾏規則の⼀部改正（令和3年9⽉8⽇⽂部科学省令43号）
CPD活動の履⾏状況の公的裏付け等のため施⾏規則14条を改正。登録事項に

資質の向上の取組状況を追加、技術⼠登録簿に資質向上の取組状況を記載。

◇技術⼠会の対応
1） CPDセンター、②CPD実績管理委員会、③CPD活動関係学協会連絡会等の体

制整備と周知活動等を展開してきたところ。
2） 引き続き、利便性向上のためのマニュアル改定・システム整備を図る（技術

⼠（CPD認定）の更新対応等含む）。また、地域本部・部会等と連携したCPD
活動の取組強化、技術⼠（CPD認定）等の活⽤促進に努める。
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2．2021年9⽉〜2025年度末の CPD 実績記載申請者数
（初めて申請した⼈の数）

3．技術⼠（CPD 認定）認定者数
（2025年度末時点）
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4．技術⼠CPD 実施法⼈証明書による記載申請者数
（順不同 2025年度）
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5．記載申請者（正会員）の部⾨別内訳
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